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研究成果の概要（和文）： 

 ある産業(国)において行使された産業政策が別の産業(国)や経済全体に対して及ぼす影響を
考察した。その際、寡占的な状況を前提とした。その結果、以下の事柄が判明した。(1)部分均
衡分析において過剰参入が生じる状況下でも、一般均衡分析からは、過小参入となる可能性が
導出される。(2)自由貿易協定の締結により、締結前に比べてメンバー国の R&D のインセンティ
ブは上昇するが、非メンバー国のそれは低下する。(3)南北の特許政策のスタンスを合わせるこ
とで、合わせない場合に比して南北とも経済厚生が改善する場合がある。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 We consider an effect of an industrial policy that is implemented in one economy (an 
industry, a region, a country etc.) on equilibrium outcomes in another economy as well 
as whole one.  We impose the assumption that oligopolistic competition prevails in order 
to examine the effect.  We establish the followings. (1) Using general equilibrium 
analysis, insufficient entry may occur under the situation where excess entry theorem 
would be derived from partial equilibrium analysis. (2) The formation of FTA strengthens 
(resp. weakens) the incentive to innovate for the firm in member (resp. non-member) 
country. (3) Harmonizing patent protection in the South with that in the North may 
maximize welfare in the South as well as in the North.  
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１．研究開始当初の背景 
 特定産業を対象に多岐に亘る産業政策が
行使されている。これらの当該産業に対する
影響を精緻に分析した研究は多々あるもの
の、他の産業への波及、ひいてはマクロ経済
全体への影響までを分析した研究は少ない。   

そこで、産業政策が当該産業のみならず他

産業および経済全体にいかなる影響をもた
らすのか？その結果、当該産業のみを対象に
分析した場合に得られた結果と異なるの
か？ということを問題意識が生じた。これが
研究開始当初の背景である。 
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２．研究の目的 
 本研究は、上記の問題意識から、次の 3つ
の研究目的に取り組んだ。 
(1)市場構造政策がマクロの長期均衡や成長
率に与える影響。 
(2)補助金政策と通常の財政政策との何らか
の比較。 
(3)研究開発活動などの産業政策がマクロ経
済に与える影響。 
 
 
３．研究の方法 
 まず、研究の全体の進め方を以下のように
した。上記の 3つの目的をそれぞれプロジェ
クトと位置づけ、プロジェクト毎に責任者を
置いた。そして、研究代表者と各プロジェク
トの責任者との間で定期的に進捗状況など
に関する連絡をとりあった。 

加えて、少なくとも半年に 1回は、各プロ
ジェクトの進捗状況を研究組織のメンバー
全員と共有するようにした。各年度末におい
て、現在のプロジェクトの進捗状況を鑑み、
このまま進めるべきか、目標の変更を行うべ
きか、プロジェクトから撤退して、別のプロ
ジェクトを立てるべきかを議論した。 
  
 
４．研究成果 
 プロジェクトごとの研究成果を記す。 

まず、第一のプロジェクト(市場構造政策
がマクロの長期均衡や成長率に与える影響)
については、具体的に次のような問題を考察
した。 

 
1 二つの市場(地域、国、産業)から成り立

つ経済を考える。この時、二つの市場に何ら
かの差異が生じると、差異が無い時に比して
企業の行動はどのように変化するか、加えて、
その変化は社会的に見て望ましいものなの
か？ 

 
2 複数市場かつ時間の経過を加味した動学

的な一般均衡で経済が記述できるとする。こ
の時、企業の参入行動は社会的に見て望まし
いものなのか？ 

 
上記の二つの問題に対しては、分析の結果

以下の諸結果を得た。 
 
1 二つの市場規模や費用条件が同じであ

る時には、各市場に参入する企業数もまた同
数となり、この状態は社会的に望ましい。(雑
誌論文④)しかし、市場規模が異なる場合は、
規模の大きな市場に社会的に見ると過剰に
参入してしまう。(雑誌論文③)加えて、二つ
の市場(産業)において生産費用や参入費用
に格差が生じている場合、生産費用の低い産

業において、参入費用が余り高くなければ、
企業は過剰に参入するが、非常に高い場合は、
過小にしか参入しない。(ディスカションペ
ーパー論文②) 
この事は、規模や費用条件が等しい市場

(地域あるいは産業)の一方が、なんらかの政
策を行使して市場規模を上昇させたり、生産
補助金や一括補助金を提示して参入を促進
させたりするような産業政策を行使すると、
経済全体から見て、参入企業数に歪みが生じ
るという非効率性が生まれてしまう。 
加えて、上記の結果は、一市場のみに着目

して、長期的に参入が過剰となると結論づけ
た既存研究の結果とは異なっている。何らか
の不利な条件を有している市場では、過小参
入になりがちだからだ。 
 
2 についても、既存研究とは異なる結果が

生じる可能性があることが判明した。一市場
のみに着目する部分均衡分析では、各企業の
生産物市場における競争形態が戦略的代替
関係にあれば、長期均衡企業数は過剰となる
が、戦略的補完関係にあれば、件の企業数は
過小となることが判明している。 
ところが、上記の部分均衡分析を、複数の

市場を想定する動学的な一般均衡分析に拡
張すると、戦略的代替関係にある場合におい
ても、参入が社会的に見て過小となる可能性
が存在することが示された。(ディスカショ
ンペーパー論文①) 
この結果から言えることは、以下の通りで

ある。特定の産業については、競争の形態に
関しても政府が十分な情報を得る手段を有
しており、戦略的代替関係が存在しているこ
とが判明しているとする。この時、部分均衡
に基づく政策判断では、過剰参入を解消する
べく参入規制などの政策が行使されるだろ
う。 
しかしながら、一般均衡の枠組みからすれ

ば、戦略的代替関係が生じているからといっ
て、参入が過剰になっているとは限らない。
過小になっている場合に、上記の参入規制政
策を政府が行使すれば、当該産業における非
効率性が高まり資源配分がより歪められて
しまう。 
  
次に、第二のプロジェクト(補助金政策と

通常の財政政策との何らかの比較)について
の研究成果をみていこう。既存研究(森・飯
田・岡村(2006)｢産業政策における補助金と
政府購入の財政効率性｣地域学研究 35, pp. 
819-835.)は、雇用確保の観点から一定の企
業数を保証するために、補助金を投じる方が
良いのか、政府購入を増やして需要を高める
方が良いのか、ということを、クールノー競
争を前提に分析した。そして、件の企業数が
一定数以上ならば一括補助金が、一定数以下



ならば、どちらの方が良いかは費用条件に依
存する、という結論を導出した。 
 この結論の頑健性を調べるべく、推測的変
動を導入した quasi-Cournot競争などで計算
を行ってみたが、上記の結果の定性的な性質
は変化しなかった。 

シュタッケルベルク競争でも結果は変わ
らない。例えば、長期均衡企業数が十分大き
く、均衡企業数よりも一社だけ多い企業数を
保証したいとする。この場合、件の一社だけ
に一括補助金を出せばよいが、需要を喚起す
る政府購入の場合、産業全体に影響を与える
ので、財政効率性は前者の方が高くなる。 
 従って、研究期間内において、上記の結論
の 頑 健 性 は 示 さ れ た が 、 mathematical 
exercise の域を出ておらず論文の形に纏め
るまでには至らなかった。 
  

更に、第三のプロジェクト(研究開発活動
などの産業政策がマクロ経済に与える影響)
についてみていく。これに関しては、国際的
な状況を想定し、次の 2つの課題に取り組ん
だ。 
  

1 FTA 締結前後で、各国企業の R&D 活動に
対するインセンティブはどのように変わる
のか？特に FTAメンバー国と非メンバー国で
は差が生じるのか？ 
  

2 南北モデルにおいて、北の国のみが R&D
活動を行えるとする。この時、北の国と同じ
レベルに南の国も特許の保護範囲を広げる
と、南北両国の経済厚生はどのように変化す
るのか？ 
 
上記の二つの問題に対しては、分析の結果

以下の諸結果を得た。 
 1 輸出国が二つあり、輸入国が一つ存在
する三国モデルを考える。輸出国のうちの一
つと輸入国が FTAを締結するとする。この時、
関税が撤廃されるので、FTA メンバーの輸出
国は実質的に費用が低下しているので、R&D
投資をするインセンティブが低下し、非常条
件が実質的に不利になった非メンバー輸出
国の R&D活動へのインセンティブが上昇する
と一見考えられる。しかし、結果はさにあら
ず、FTA 締結は、メンバー国での R&D 活動の
インセンティブを増加させる反面、非メンバ
ー国のそれを減少させてしまうのである。
(雑誌論文②) 
  

2 南北の動学的一般均衡モデルにおいて、
初期段階では、北の特許の保護範囲は広く、
南のそれは狭いとする。ここで、TRIPS 協定
を遵守するように、南の国が特許の保護範囲
を北並に広くすると、特許保護拡大によるイ
ノベーションの増大、および FDI 促進が厚生

を改善するプラスの効果が生じる。一方で、
保護範囲拡大により財の価格上昇効果を引
き起こし、厚生を悪化させてしまう。 
 ある条件の下では、前者のプラスの効果が
後者のマイナスの効果を凌駕し、南北の厚生
が改善する。(雑誌論文①) 
  
 最後に、今後の研究の方向性について記し
ておく。今回の研究結果を踏まえた今度の研
究は、2011 年度よりスタートする日本経済研
究センター研究奨励金における岡村誠氏の
研究プロジェクト「産業政策がマクロ経済に
与える効果についての分析」に引継がれる。 
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